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第２　総 務 関 係 業 務 

 

１　保有個人情報の開示等の状況                                                 

   
（1） 保有個人情報の開示の状況 

　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第82条第１項の規定に基づき、令和５
年度に行った保有個人情報の開示状況は、次のとおりである。 

 
福島県職員（高校卒程度）採用候補者試験に係る試験結果　　１件 
福島県警察官（警察官Ｂ）採用候補者試験に係る試験結果　　４件 

 
（2） 受験者本人への成績提供の状況 

　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第69条第２項第１号の規定に基づき、令
和５年度に行った受験者本人への成績提供の状況は以下のとおりである。 

 第　１　次　試　験 第　２　次　試　験 合　計
試験区分   提供    提供   提供  

提供期間 対象者  提供率％ 提供期間 対象者  提供率％ 対象者  提供率％ 
件数 件数 件数

大学卒程度 5.6.28～ 145 11 7.6  5.8.17～ 347 176 50.7 492 187 38.0
う ち 行 政 事 務 5.7.27 108 8 7.4 5.9.19 226 136 60.2 334 144 43.1

大学卒程度  5.4.27～     5.6.7～       
土木（先行実施枠） 5.5.26 1 0 0.0 5.7.6 17 2 11.8 18 2 11.1
資格免許職  5.10.3～     5.11.8～       

5.11.2 18 1 5.6 　　　  　5.12.7 14 3 21.4 32 4 12.5
高校卒程度  5.10.3～ 37 3 8.1  5.11.8～ 48 19 39.6 85 22 25.9

う ち 行 政 事 務 5.11.2 23 3 13.0 　　　　  5.12.7 32 12 37.5 55 15 27.3
民間企業等  5.10.19～     5.11.30～       
職務経験者 5.11.20 71 12 16.9 6.1.4 39 8 20.5 110 20 18.2
警察官Ａ 　5.6.7～5.7.6 (但し、共同     5.8.17～       

（第１回） 　試験受験者は6.1.5～6.2.5) 59 1 1.7 5.9.19 152 25 16.4 211 26 12.3
警察官Ａ  5.10.3～     5.11.30～       

（第２回） 5.11.2 1 0 0.0 6.1.4 18 3 16.7 19 3 15.8
警察官Ｂ   5.10.3～5.11.2 (但し、共同     5.11.30～       

  試験受験者は6.3.15～6.4.15) 16 1 6.3 6.1.4 150 39 26.0 166 40 24.1
学校栄養  5.10.3～     5.11.8～       

5.11.2 8 3 37.5 　　　　  5.12.7 7 4 57.1 15 7 46.7

学校事務  5.10.3～     5.11.8～       
5.11.2 6 0 0.0 5.12.7 32 12 37.5 38 12 31.6

合 計 362 32 8.8 824 291 35.3 1,186 323 27.2
                                                                                         
 

２　公文書の開示状況                                                          

                                                                                           
  福島県情報公開条例（平成12年福島県条例第５号）第11条第１項の規定に基づき、令和５年度に行
った公文書の開示状況は、次のとおりである。 
                                                                                           

開示決定日 決定内容 不開示の理由

5. 4.19 一部開示 事業者の事業活動上の正当な利益を害するおそれが 
あると認められるため。
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３　条例案に対する意見の提出 

 
地方公務員法第５条第２項の規定に基づき、令和５年度中に、県議会から意見を求められた条例

案及び当該条例案に対する本委員会の意見の内容は、次のとおりである。 
 

意見提出年月日 条　　　　例　　　　案 意　見　の　内　容
 5. 6.20 議案第 5号　職員の特殊勤務手当に関する条例の 適当であると認める。

一部を改正する条例
 5.12.12 議案第20号　福島県義務教育諸学校等の教育職員の 適当であると認める。

給与等の特別措置に関する条例の一部
を改正する条例

 5.12.15 議案第96号　職員の給与に関する条例の一部を改正 適当であると認める。
 する条例 
 議案第98号　一般職の任期付研究員の採用等に関 
 する条例の一部を改正する条例 
 議案第99号　一般職の任期付職員の採用等に関する 
 条例の一部を改正する条例 
 議案第100号　会計年度任用職員の給与及び勤務時間 
 等に関する条例の一部を改正する条例 
 議案第103号　福島県市町村立学校職員の給与等に 
 関する条例の一部を改正する条例 
 議案第104号　福島県市町村立学校職員の会計年度 
 任用職員の給与及び勤務時間等に関す

る条例の一部を改正する条例
 6. 2.15 議案第66号　 福島県市町村立学校職員の給与等に 適当であると認める。

関する条例の一部を改正する条例
 
 

４　総務関係規則等の制定・改廃状況 

 
　　令和５年度中に公布された総務関係の人事委員会規則は、次のとおりである。 
 
　○　福島県人事委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

公布年月日 番号 施行年月日 制 定 又 は 改 廃 の 概 要 　
 6. 3.26 第 4 号  6. 4. 1 ○　定年引き上げに伴い、新たな職として専門監を追加した。

 


